
 

 

 

 

 

 

 

 

 「治癒証明書」等について 

 下記の病気は、学校でよく見られる「学校において予防すべき感染症」です。これらの

病気にかかった場合は、出席停止となります。かかりつけの医師から登校の許可が出るま

では学校をお休みさせてください。病気が治って登校する際には、医療機関が記入した証

明書を学校にご提出ください。書類は学校のホームページからダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関が記入した「治癒証明書」を

学校にご提出ください。 

医療機関が記入した「季節性インフ

ルエンザ診断報告書・登校報告書」を

学校にご提出ください。 

証明書の提出は必要ありません。 

溶連菌感染症 

感染性胃腸炎 

水痘（水ぼうそう） 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

手足口病 

マイコプラズマ肺炎 

伝染性紅斑（りんご病） 

その他学校保健安全法に定められたもの 

インフルエンザ 

新型コロナウイルス感染症 

令和７年１１月４日 

江戸川区立一之江小学校 

校  長 平川 惣一 

養護教諭 岡瀨 勤子 

東京都では昨年よりも１か月以上早く、インフルエンザが流行シーズンに入りまし

た。本校でも、発熱等、体調を崩すお子さんが出てきています。インフルエンザにかか

らない、感染を広げないために、こまめな手洗い、咳エチケット等の基本的な感染防止

対策を一人ひとりが心がけていきましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月の保健
ほ け ん

目標
もくひょう

  しせいを正
ただ

しくしよう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月８日は、いい歯の日です。栄養バランスのよい食事をとること、よくかんで食べ

ること、丁寧に歯をみがくことを心がけて、むし歯や歯周病を予防しましょう。低学年の

お子さんは、まだ自分で上手に歯をみがくことができないため、仕上げみがきが必要で

す。夜の歯みがきの時には、ぜひお子さんのお口の中をチェックしてあげてください。 

 


